
平成２３年９月発行

美祢市学校事務共同実施会

じ む だ よ り

第1７号 秋芳グループ担当

円

円

発 令 会場名 旅 行 経
路

：
・依頼 用務先 旅 行 形

態
：

旅 行 年 月 日

命 令 実 測 ：
･ 用 務 旅 行 通信費負担 ：

依 頼 期 間 宿泊費負担 ：
そ の 他 ：

音楽会に向けての合唱講習会。発声と合唱の指導方法
に指導を受けた。子どもの声を聞く耳を持っていることが

年 月 日 大切だと痛感した。今後の指導に生かしていきたいと思う。 の 印

風の中に秋を少しずつ感じるようになりました。季節の変わり目、みなさま風邪など、ひいておられ
ませんか。今回は旅行命令簿と福利厚生についてです。

旅 行 命 令 ・ 依 頼 簿

所属部課又は所属団体 美祢市立美祢小学校 住所又は居所 山口市小郡２２２ （用務地 小郡 ）

職名又は職業 教諭 氏 名 山口華子
職務の級及び号級 平成 ２３ 年 １ 月 １ 日 ２ 級 ５０ 号給

又は 給料月額

旅行命
令権者 教頭 係

㊞ 備
考

（出発） レ 学校 □自宅 （帰着） レ 学校 □自宅
２３年 ７月１８日

美祢市小学校
教育研究会
音楽部研修会

２３年８月６日から
同一用務地内 （ km）

平成 年 月 日 級 号給

の 印
□有 駐車場利用 ： □有（ 円）

年 月 日まで
□有 （ 円 ）
□旅費別途支給

美祢市民会館 旅 行
者

レ 自家用車 □公用車 ・ 同乗 ・ 自転車 ・ 徒歩
（ 美 祢 ） □公共交通機関 □貸切バス（自己負担 有 ・ 無 ）

係

２３年 ８月７日
結 果
又は
状 況

㊞
復 命

旅 行
者

㊞

旅行命
令権者 教頭

復 命

㊞ ㊞ ㊞

㊞㊞

発令月日が前後しないように

空白部分に貸切バスの

自己負担額等記入

自宅の住所を記入

（ 住民票どおり ）

記 入 例

旅行命令簿は速やかに・もれなく・正確に！
でも記入間違いをしたときはどうしよう・・？訂正の方法を確認しましょう。

旅行命令簿は速やかに・もれなく・正確に！

市マイクロバスは公用車です

校長の決裁後は勝手に変更したり取り消したりできません。！！

発 令 会場名 旅 行 経
路

：
・依頼 用務先 旅 行 形

態
：

旅 行 年 月 日

命 令 実 測 ：

そ の 他 ：
決 裁

旅行命令権者 教 頭 係 旅行者

年 月 日 の 印

発 令 会場名 旅 行 経
路

：
・依頼 用務先 旅 行 形

態
：

旅 行 年 月 日

命 令 実 測 ：
･ 旅 行 通信費負担 ：

依 頼 期 間 宿泊費負担 ：
そ の 他 ：

決 裁

旅行命令権者 教 頭 係 旅行者

年 月 日 の 印

朱書き（訂正印不要）

☆ 誤記入の時 ・・・ 二重線（黒）で消し、訂正印を押す。
☆ 取 消 の時 ・・・ バツ印（赤）で消し、訂正印を押す。

同一用務地内 （ km）
通信費負担 ：

平成23年4月20日
朱書きのとおり命令変更してよろしいか。

㊞

□旅費別途支給

年 月 日
復 命

㊞ ㊞

旅行命
令権者 教頭

○○○ 旅 行
者

レ 自家用車 □公用車 ・ 同乗 ・ 自転車 ・ 徒歩
□公共交通機関 □貸切バス（自己負担 有 ・ 無 ）

旅行命
令権者 教頭 係 （出発） レ 学校 □自宅 （帰着） レ 学校 □自宅

２３年 ４月１８日

備
考

（ ）

○○○研修会

備
考

㊞
結 果
又は
状 況

25

○○○ 旅 行
者

レ 自家用車 □公用車 ・ 同乗 ・ 自転車 ・ 徒歩
（ ） □公共交通機関 □貸切バス（自己負担 有 ・ 無 ）

係

㊞

朱書き（訂正印不要）
旅 行
者

平成23年4月20日
朱書きのとおり命令を取消してよろしいか。

用 務 の 印
□有 駐車場利用 ： □有（ 円）

年 月 日まで
□有 （ 円 ）

復 命

㊞ ㊞

（出発） レ 学校 □自宅 （帰着） レ 学校 □自宅

㊞年 月 日
結 果
又は
状 況

㊞

年 月 日まで

23年4月24日から
同一用務地内 （ km）

㊞

□旅費別途支給

旅 行
者

□有 駐車場利用 ： □有（ 円）
宿泊費負担 ：□有 （ 円 ）

枠取りした紙を貼付しても良い。

㊞㊞

復 命

旅行命
令権者 教頭

㊞

係

復 命

旅行命
令権者 教頭

係

㊞

依 頼

･
23年4月24日から

用 務
旅 行
期 間

○○○研修会

２３年 ４月１８日

の 印

㊞ ㊞

変 更 の 場 合

取 消 の 場 合

旅行命令簿に限らず公簿については
☆ 取 消 の時 ・・・ バツ印（赤）で消し、訂正印を押す。

旅行命令簿に限らず公簿については

修正液等での訂正はできません。




